別紙２
被保護者健康管理支援事業業務

１　「令和８年度実施生活習慣病予防健康診査受診者に対する医療機関受診勧奨業務」に係る対象者抽出作業
1 健診結果データに基づく対象者
区が提供する被保護者名簿データと令和７年度に実施する「生活習慣病予防健康診査」の結果により、服薬項目に該当せず、次のいずれかに該当する対象者を抽出すること。
ア　収縮期血圧 180mmHg以上、又は拡張期血圧 110mmHg以上
　　イ　空腹時中性脂肪 500㎎/dL以上
　　ウ　GOT(AST)100U/L以上、又はGPT(ALT)100U/L以上、又はγ-GT(γ∸GTP)200U/L以上
　　エ　空腹時血糖 130㎎/dL以上、又はヘモグロビンA１c7.0％(NGSP値)以上
　　オ　LDLコレステロール 180㎎/dL以上
 　カ　eGFR44.9mL/分/1.73㎥以下（日本腎臓学会「ＣＫＤ重症度分類G3bに該当するもの」）
キ　尿たんぱく(1＋)以上、または尿たんぱく(1±)かつeGFR45.0～59.9mL/分/1.73㎥の場場合
2 レセプトデータ等に基づく再抽出
レセプト管理システム及び生活保護システムにより直近の診療情報及び調剤情報を確認し、上記
1 により抽出された対象者に対して絞込みを行う。
3 　対象者リストの作成
上記⑵で抽出した対象者を容易に判別できる様式でリスト化したものをデータにて区に提供する。
4 　データの受渡し
区は１０月頃と１２月頃に必要なデータを提供する。データ提供後１月以内に納品すること。
２　「令和８年度実施生活習慣病予防健康診査受診者の軽度異常値者に対する保健指導業務」に係る対象者抽出作業
　⑴　対象者
区が提供する被保護者名簿データと令和７年度に実施する「生活習慣病予防健康診査」の結果により、服薬項目に該当せず、次のいずれかに該当する対象者を抽出すること。
ア　収縮期血圧 140mmHg以上180mmHg未満、又は拡張期血圧 90mmHg以上110mmHg未満
　　イ　空腹時中性脂肪 300㎎/dL以上500㎎/dL未満
ウ　GOT(AST) 36U/L以上100U/L未満、又はGPT(ALT)41U/L以上100U/L未満、又はγ-GT(γ∸GTP)81U/L以上200U/L未満
　　エ　空腹時血糖 110㎎/dL以上130㎎/dL、又はヘモグロビンA１c6.0％(NGSP値)以上7.0％未満
　　オ　LDLコレステロール 140㎎/dL以上179㎎/dL
 　カ　eGFR45.0mL/分/1.73㎥以下60.0mL/分/1.73㎥未満（日本腎臓学会「ＣＫＤ重症度分類G3bに
該当するもの」）
キ　尿たんぱく(-)かつeGFR45.0～59.9mL/分/1.73㎥の場場合
2 レセプトデータ等に基づく再抽出
レセプト管理システム及び生活保護システムにより直近の診療情報及び調剤情報を確認し、上記
1 により抽出された対象者に対して絞込みを行う。
3 　対象者リストの作成
上記⑵で抽出した対象者を容易に判別できる様式でリスト化したものをデータにて区に提供する。
4 　データの受渡し
区は１０月頃と１２月頃に必要なデータを提供する。データ提供後１月以内に納品すること。


